
事件の種類 印紙 郵便切手 内訳

　調停事件
　別二事件

１２００円 １２５０円
　１４０円×１、１００円×２、８４円×５、５０円×５、２０円×５、１０円×１０、５円×５、１円×１５
 （遺留分侵害額（減殺）請求調停は上記内訳×相手方数）

１２００円
　500円×４、140円×1、100円×２、84円×5、50円×5、20円×10、10円×10、1円×20
（当事者が3名以上の場合、１名増えるごとに５00円×２、140円×1、100円×1、84円×２、10円×2、1円×
5を追加）

１２００円 ３３３０円 　500円×４、140円×1、100円×２、84円×5、50円×5、20円×10、10円×10、1円×20

１２００円
　当事者双方の合計が１０名まで１名につき　５００円×２、１００円×５、８４円×５、５０円×５、１０円×１
０、５円×５、１円×５
（当事者双方の合計が１１名以上の場合、１名増えるごとに５００円×２、１００円×５、８４円×５を追加）

８００円 ４７０円

　８４円×５、１０円×５
※堺、岸和田両支部は、事件名「氏の変更」については、1372円（内訳500円×2、100円×1、84円×3、5円×4）、事件名
「死後離縁」については、1590円（内訳500円×2、100円×1、84円×5、10円×5、5円×4）
※堺支部は、事件名「遺留分放棄」については、890円（内訳84円×10、10円×5）

８００円 　８４円×申述人の人数×４、１０円×５

８００円 ２５２円
　１５歳未満の子については、人数にかかわらず ８４円×３
   １５歳以上の子については、１人あたり ８４円×３

８００円 ２８２円 　８４円×３、１０円×３

８００円 ４６４２円 　５００円×２、３５０円×２、８４円×３０、５０円×４、１０円×２０、２円×６、１円×１０

８００円 ３３５２円 　５００円×２、３５０円×１、８４円×２０、５０円×４、１０円×１０、２円×６、１円×１０

８００円 ４２４０円 　５００円×４、１００円×２、８４円×２０、５０円×４、１０円×１２、５円×２、２円×１０、１円×１０

８００円 ７３２円 　８４円×８、１０円×６

８００円 ３３６８円 　500円×４、１００円×２、８４円×１２、１０円×１２、５円×２、２円×１０、１円×１０

８００円 　８４円×相続人の人数×２、１０円×相続人の人数、８４円×５、１０円×５

８００円 ９４０円
　８４円×１０、１０円×１０
※堺支部は、事件名「遺言執行者選任」及び「遺言執行者辞任」については、2122円（内訳500円×2、100円×1、84円×10、
50円×2、10円×6、2円×6、1円×10）

８００円 ２１２２円 　５００円×２、１００円×１、８４円×１０、５０円×２、１０円×６、2円×６、１円×１０

８００円 ２５４２円 　５００円×２、１００円×１、８４円×１５、５０円×２、１０円×６、2円×６、１円×１０

８００円 ８２０円 　３５０円×１、８４円×５、１０円×５
※堺、岸和田両支部は、1994円（内訳500円×2、100円×5、84円×5、10円×6、5円×2、1円×4）

８００円 １７０２円 　５００円×２、１００円×１、８４円×５、５０円×２、１０円×６、2円×６、１円×１０

８００円 ３３６８円
　５00円×４、１００円×２、８４円×１2、１０円×１２、５円×２、２円×１０、１円×１０
（保護者２名以上の場合は、１名増えるごとに追加　５００円×２、８４円×１、５円×１）

８００円 ３２００円
　５００円×４、１００円×２、８４円×１０、１０円×１２、５円×２、２円×１０、１円×１０
（児童が２名以上の場合、１５歳以上の児童１名増えるごとに８４円×２を追加、保護者２名以上の場合、１名増える
ごとに５００円×２、８４円×１、５円×１を追加）

８００円 １２９０円 　３５０円×１、８4円×１０、１０円×１０

８００円 ２４００円 　１００円×５、８4円×２０、１０円×２０、１円×２０

８００円 ３６６０円 　５００円×４、１００円×４、８4円×１０、２０円×１０、１０円×２０、５円×２、１円×１０

８００円 ９４円 　８4円×１、１０円×１

８００円 ５１８円 　３５０円×１、８4円×２

１５８０円 　５００円×２、１００円×１、８４円×５、１０円×５、１円×１０

５００円 １５８０円 　５００円×２、１００円×１、８４円×５、１０円×５、１円×１０

　間接強制、子の引渡実施決定 ２０００円 ３５２０円 　５００円×４、１００円×４、８４円×１０、５０円×２、１０円×１５、５円×４、１円×１０

５００円
　５００円×４、１００円×２、８４円×５、１０円×５、１円×１０（当事者が３名以上の場合、１名増えるごとに
５００円×２、１００円×１、８４円×１、５円×１を追加）

３４５０円
当事者双方の合計が２名まで　５００円×２、２１０円×５、１００円×５、８４円×５、５０円×５
　　　　　　　　　　　　　　２０円×５、１０円×５、５円×１０、２円×１０、１円×１０

追加
２０１０円

当事者１名増えるごとに追加　５００円×２、２１０円×２、１００円×２、８４円×２、５０円×２
　　　　　　　　　　　　　　２０円×３、１０円×３、５円×３、２円×６、１円×５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家事事件申立手数料及び予納郵便切手一覧表　（後見関係事件を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪家庭裁判所

事件名

　一般調停、別二調停、寄与分審判

　別二審判（遺産分割・寄与分を除く） 

　２７７条調停

　遺産分割（調停・審判）

　市町村長の処分に対する不服申立て

　別一事件

　下記を除く別一事件（相続放棄、同期間伸長、遺留分放棄を含む。）　

　相続の限定承認

　子の氏の変更

　保護者選任
　失踪宣告
　失踪宣告取消
　特別養子の①適格確認（※脚注参照）、②縁組成立、又は離縁
　特別代理人選任
　親権喪失、親権停止又は管理権喪失の宣告、推定相続人廃除
　遺言書検認

　養子縁組、遺言執行者選任、同辞任

　遺言確認、遺言執行者解任
　戸籍訂正、就籍

　性別の取扱いの変更

　遺留分の算定に関する合意の許可 ８００円
　５００円×（２＋（２×申立人以外の推定相続人数））、１００円×（３×申立人以外の推定相続人数）、
　８４円×（３＋（４×申立人以外の推定相続人数））、１０円×（２＋（５×申立人以外の推定相続人数））、
　５円×申立人以外の推定相続人数、１円×５

　引き続いての一時保護の承認（児福３３）

　児童福祉施設収容の承認、施設収容期間更新の承認（児福２８）

※養親となるべき者が申し立てる場合、①の手数料は不要（②の８００円のみ）。郵便切手は①②各別に４２４０円。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          令和５年９月１５日実施

　相続人捜索公告
　雑事件等 　移送申立て

　履行命令

　強制執行停止

即時抗告 別一事件：収入印紙１２００円
別二事件：収入印紙１８００円

原審の申立手数料が不要：１０００円

　別一事件
 （財産管理）

　相続財産管理人・清算人選任
　不在者財産管理人選任
　特別縁故者への相続財産分与
　権限外行為許可、財産管理人・清算人報酬付与


